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 国境を越えて移動する人々は、移動先の国家の領域内においてその国籍を保有する国民

とは異なる政策体系のもとに置かれる。そうした政策上の区別は、一定の領域内に居住す

る国民を構成要素とする国民国家体制下において国家が自国民の利益の最大化を目的とし

ていることから、当然の帰結として生じる。  
一方国際関係においては、外国領内で十分な権利を享受できない者に対して国際社会か

ら保護や支援を行なうための様々な制度が構築されている。さらに彼らは移動の原因に応

じて強制移動の産物である難民と自発的移動を行なう移民とに大別され、前者については

個別国際制度が発展してきたのに対し、後者に対する国際的な制度化は進んでいない。 
しかしながら本報告は、近年のグローバリゼーションのもとで刻一刻と変化する人の移

動をめぐり、リージョンレベルで難民制度と移民制度の境界が融解し両者が接近している

現状を分析の射程とする。 
そもそも移動原因に基づく制度的差異が生じた理由について、先行研究は東西冷戦下に

おけるイデオロギー対立や国際的な負担の軽減を模索する米国の政治的動機に由来する難

民という移動形態の特定を挙げている（Loescher、2001）。その結果、戦間期から難民に関

する制度化が進み、国連高等難民弁務官事務所（UNHCR）や 1951 年「難民の地位に関す

る条約」を核とする国際難民制度が構築された。さらに国際環境のダイナミズムの中で難

民制度はグローバルレベルで膠着と変化を繰り返しながら発展を遂げているが、近年リー

ジョンレベルにおいても問題の地域性に応じた制度化が進行し、重層的な制度が形成され

ている（中山、2010）。 
それに対して移民を巡っては国際的な制度化の停滞が深刻である。移民労働者の保護を

標榜する国際労働機関（ILO）や「移民労働者条約」が存在するもののそれらの規範は国際

的に遵守されておらず、また国際移住機関（IOM）は移民に関わる技術提供を行なってい

るに過ぎず、国際的な制度が確立しているとは言い難い。こうした制度化の遅れの背景に

は移民の送出国と受入国間のパワーの差があることが指摘されている（Betts、2011）。し

かしながらリージョンレベルにおいては、地域機構のもと域内移動に関する制度化が顕著

に進展している。こうした動向はヨーロッパの他、アジア、アフリカでも確認されている。 



 以上のような状況を踏まえ、本報告ではとりわけ地域機構で生じているリージョンレベ

ルの難民政策と移民政策の接近に焦点を当てる。例えば EU においてはシェンゲン条約下

で移民政策と難民政策の一体化が模索されているほか、ASEAN においては越境犯罪を扱う

バリ・プロセスの中で難民問題が議論されている。また西アフリカの地域機構である

ECOWAS においては長期化する難民問題の解決方法として、域内における移動の自由に関

する規定が援用されている。こうした接近の要因にはいかなるものがあるのだろうか。 
まず両制度の接近の要因として、難民と移民のもつ性質に着目し両者を扱う制度の副次

的効果を分析する。両者が移動原因において本質的に異なる点は明白であるが、外国領内

における両者の処遇や彼らを取り巻く問題は様々な点で類似性を持つ。例えば両者とも移

動先の国家において経済的自立を求められる。裏を返せば移民と難民は共に移動の当事国

や地域の経済の活性化に繋がることが期待され、制度がもたらす経済効果の面で共通する。

アジアやアフリカ地域において問題視されている長期化難民についても、それらを難民と

して庇護国領内に押しとどめておくことは庇護国及び国際社会の負担となるばかりであり、

難民の解決方法として帰還と第三国定住を主軸とする現行国際制度のもとでは対応に限界

がある。また移動に伴って発生する問題においても両者は共通する。例えば移民と難民双

方とも犯罪等の安全保障を脅かす要因を伴って発生する。すなわち移民と難民の管理は共

に地域の安全保障制度と密接に関連している。こうした難民と移民制度が持つ副次的効果

の共通性は両者を一元的な制度のもとで管理することを可能にしているといえるだろう。 
 次に両制度の接近が地域機構で生じている要因を考察する。難民制度はしばしば「難民」

の側面に囚われることにより膠着状態に陥るが、地域機構のリンケージ機能を用いること

により他の側面から問題にアプローチすることが可能となる。また地域機構を用いた制度

化の利点として、制度設計費用の問題を克服できる点が挙げられる。新たな制度構築には

様々な費用を要するが、既存の制度を転用することによってそれらの費用を軽減すること

ができる。地域機構の場合、一部の国際機構にみられるような専門性を持たず制度が柔軟

であるがゆえに、既存の制度手続きを他の領域への転用することが可能となる。 
 最後に、上述した地域機構における難民制度と移民制度の接近を踏まえて、現行の制度

が前提としている難民と移民の境界について問題提起を行ない、既存移民研究への新たな

視座を提供したい。 
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